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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　正極と、負極と、正負極を電気的に絶縁する絶縁層とを捲回、または積層した電極群と
、電解質と、これらを内包する外装体と、電極群と外装体とを電気的に接続する集電端子
とを含む電池の内部短絡の発生を検知する内部短絡安全性評価方法であって、
　前記内部短絡を、電池の電極群内部の正極と負極が対向する箇所に異物を混入させ、加
圧子による加圧力で混入部をプレスし、正負極間に介在する絶縁層を局所的に破壊するこ
とによって発生させ、かつ前記プレスの際の電極群と加圧子との接触面積が異物の外接四
角形面積よりも大きい、電池の内部短絡安全性評価方法。
【請求項２】
　前記加圧子の電極群との接触部形状がＵ字状もしくは平板状からなる請求項１記載の電
池の内部短絡安全性評価方法。
【請求項３】
　前記加圧子の電極群との接触部が、熱伝導率１５Ｗ／ｍ・Ｋ以下の材料である請求項１
記載の電池の内部短絡安全性評価方法。
【請求項４】
　前記加圧子の電極群との接触部がゴム材料である請求項１記載の電池の内部短絡安全性
評価方法。
【請求項５】
　前記異物は断面形状が四角形である金属線を切断することで作製され、非切断面が前記
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電極もしくは前記絶縁層と対面する請求項１記載の電池の内部短絡安全性評価方法。
【請求項６】
　前記異物の前記絶縁層との対向面が屈曲状もしくは湾曲状である請求項１記載の電池の
内部短絡安全性評価方法。
【請求項７】
　前記異物が平板の一部に突起部を有した形状である請求項１記載の電池の内部短絡安全
性評価方法。
【請求項８】
　電池温度または電池電圧の変化に基づいて、前記内部短絡の発生を検知する、請求項１
記載の電池の内部短絡安全性評価方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電池の評価法に関し、特に内部短絡時の安全性を評価する方法、及び安全性
が特定された電池及び電池パックに関する。
【背景技術】
【０００２】
　リチウム二次電池は、軽量で、高エネルギー密度を有することから、主にポータブル機
器用の電源として実用化されている。また、現在は、大型で高出力な電源（例えば車載用
の電源）としても、リチウム二次電池が注目されており、開発が盛んに行われている。
　リチウム二次電池では、正極と負極との間に、それぞれの極板を電気的に絶縁し、さら
に電解液を保持する役目をもつ絶縁層がある。リチウム二次電池を極度な高温環境に長時
間保持した場合、上述した絶縁層は収縮しやすいために、正極と負極とが物理的に接触し
て内部短絡が発生する傾向があった。特に近年、リチウム二次電池の高容量化に伴う絶縁
層の薄型化の傾向と相まって、内部短絡の課題はより一層重大なものになりつつある。一
旦内部短絡が発生すると、短絡電流に伴うジュール熱によって短絡部はさらに拡大し、電
池が過熱に至る場合もある。
【０００３】
　電池に内部短絡が生じた場合においても、その安全性を確保することは非常に重要で、
電池の内部短絡時の安全性を高める技術について、従来から盛んに開発が進められている
。例えば、正極または負極の集電体露出部に絶縁性テープを貼付し集電体間の内部短絡を
防ぐ技術（特許文献１参照）や、極板上にイオン透過性のセラミック粒子とバインダーか
らなる絶縁層を印刷する技術（特許文献２参照）などが提案されている。
【０００４】
　一方、内部短絡が生じた際の安全性を確保するためには、内部短絡が発生した際の電池
の安全性を正しく評価することも非常に重要である。従来、リチウム二次電池などの電池
の安全性項目として内部短絡時の発熱挙動を評価する電池評価試験がリチウム電池のため
のＵＬ規格（ＵＬ１６４２）、電池工業会からの指針（ＳＢＡ　Ｇ１１０１－１９９７リ
チウム二次電池安全性評価基準ガイドライン）などで制定されている（特許文献３参照）
。
【０００５】
　これらの評価試験の中には、例えば、釘刺し試験、圧壊試験などがある。釘刺し試験は
電池側面に釘を突き刺すことにより、電池内部の正極と負極と釘の間で短絡部に短絡電流
が流れることで発生するジュール発熱に基づく電池温度や電池電圧などの変化を観察する
ものである。また圧壊試験は丸棒、角棒、平板などにより電池を物理的に変形させて正極
、負極間での内部短絡を発生させ電池温度や電池電圧などの変化を観察するものである。
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－２４７０６４号公報
【特許文献２】特開平１０－１０６５３０号公報
【特許文献３】特開平１１－１０２７２９号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　電池の使用用途を考慮する上で、内部短絡が発生したときに「全く発熱しない」もしく
は「多少の発熱が存在する」など、どのレベルの安全性能を有しているかを知る必要があ
る。しかしながら、従来は内部短絡の安全性が正確に評価できていなかったために、安全
性のレベルも特定されていなかった。そこで電池ごとに内部短絡に関する安全性レベルを
特定することが切望されていた。
【０００８】
　まず、内部短絡に対する安全性について、本発明者らの鋭意研究により、電池内の短絡
箇所（電池表面からの距離、集電体の露出部や活物質形成部、ないしは電池の形状など）
によって電池に内部短絡が発生した際の安全性が大きく変化することが明らかとなった。
例えば、電池表面近くで発生した短絡は、内部で発生した短絡よりも放熱の影響で見かけ
上安全性は高くなる。また、電極の集電体などの抵抗の低い部材の対向した箇所と、電極
活物質等の抵抗の高い部材の対向した箇所で同時に短絡が起こった際、短絡に伴う短絡電
流は抵抗の低い集電体対向箇所にその多くが流れる。その結果、熱的な安定性の高くない
活物質対向部ではなく、集電体の対向部でジュール熱の多くが発生するため、見かけ上内
部短絡の安全性が高くなる。
【０００９】
　すなわち、従来の評価方法では短絡の発生する箇所によっては、より危険な状態になる
可能性のある電池においても、安全な電池であると間違った評価を下してしまう可能性が
ある。したがって、電池の内部短絡安全性を正しく評価するためには、電池の形状や構成
要素を鑑み、見かけ上安全に評価されてしまう箇所を避けた、任意の場所で内部短絡を発
生させることが重要である。
【００１０】
　しかしながら、釘刺し試験においては、短絡箇所が電池の最表面に限られており、その
評価結果は最外周部の構成に大きく左右される。例えば、短絡部において発生する熱量Ｗ
（Ｗ）は、電池の電圧をＶ（Ｖ）、短絡部の抵抗をＲ１（Ω）、電池の内部抵抗をＲ２（
Ω）とすると、
　　Ｗ＝Ｖ2×Ｒ１／（Ｒ１＋Ｒ２）2

で表される。従って、短絡部の抵抗が電池の内部抵抗と同等であるとき短絡部での発熱量
は極大を示すことに対して、短絡部の抵抗が小さくなると発熱量は小さくなる。つまり、
釘刺し試験においては、短絡の発生する最外周部に抵抗の小さな箇所、具体的には活物質
の存在しない集電体の露出部等を設けることによりジュール熱の発生量が低くなり、見か
け上内部短絡の安全性が高くなる。
【００１１】
　しかしながら、仮に電池内に異物が混入した場合は、そのサイズや形状、硬さ等によっ
ては、電池内の任意の場所で内部短絡が発生する可能性がある。すなわち、従来の釘刺し
試験法で、市場において起こりうる内部短絡に対する安全性を正確に評価できない場合が
ある。
　また、圧壊試験法においても、圧壊試験時の短絡挙動の解析から、一度に複数の点が短
絡していることまたは短絡の発生箇所が試験によってばらつきがあることが明らかとなり
、内部短絡に対する安全性を正確には評価できていない場合がある。
　これらのことより、電池内部の任意の場所で短絡試験を行い、電池の内部短絡安全性を
総合的に評価するための評価手法、評価装置及び電池の安全性レベルの特定が切望されて
いる。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、内部短絡時の安全性を正確に評価す
る方法に係る。
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　すなわち、本発明は、
　正極と、負極と、正負極を電気的に絶縁する絶縁層とを捲回、または積層した電極群と
、電解質と、これらを内包する外装体と、電極群と外装体とを電気的に接続する集電端子
とを含む電池の内部短絡の発生を検知する内部短絡安全性評価方法であって、
　内部短絡を、電池の電極群内部の正極と負極が対向する箇所に異物を混入させ、加圧子
による加圧力で混入部をプレスし、正負極間に介在する絶縁層を局所的に破壊することに
よって発生させ、かつ前記プレスの際の電極群と加圧子との接触面積が異物の外接四角形
面積よりも大きい、電池の内部短絡安全性評価方法を提供する。
【００１３】
　加圧子の電極群との接触部形状はＵ字状または平板状であることが好ましい。
　加圧子の電極群との接触部が、熱伝導率１５Ｗ／ｍ・Ｋ以下の材料を含むことが好まし
い。
　加圧子の電極群との接触部が、ゴム材料を含むことがさらに好ましい。
　異物は断面形状が四角形である金属線を切断することで作製され、非切断面が電極（正
極および／または負極）または絶縁層に対面または対向するように異物を混入させること
が好ましい。
　異物の絶縁層との対向面は、屈曲状または湾曲状の面形状を有することが好ましい。
　別形態の異物は、平板である板状物の表面の少なくとも一部に、該表面から外方に延び
る突起部を有する形状であることが好ましい。
　内部短絡の発生を、電池温度または電池電圧の変化に基づいて検知することが好ましい
。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の電池の内部短絡安全性評価方法により、内部短絡時の電池の安全性を正確に評
価することが可能となる。したがって、得られた電池を、その電池の安全性のレベルに適
合した用途に使用できるため、電池の使用時の安全性が一層高まる。
　また、本発明の電池の内部短絡安全性評価方法により安全性のレベルが確認された電池
の製造手順に基づいて電池を製造することによって、電池の内部短絡安全性レベルを同様
に保証することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明は、電池の電極群内部の正極と負極が対向する箇所に異物を混入させ、加圧子に
よる加圧力で混入部をプレスし、正負極間に介在する絶縁層を局所的に破壊することによ
って内部短絡を発生させ、かつ前記プレスの際の電極群と加圧子との接触面積が異物の外
接四角形面積よりも大きい電池の内部短絡安全性評価方法を用いるものである。
　本発明の電池の内部短絡時の安全性評価方法を用いることによって、任意の箇所に短絡
電流を集中させることができることから、内部短絡に対する安全性を正しく評価すること
ができる。
　かつプレスの際の電極群と加圧子との接触面積を、異物の外接四角形面積よりも大きく
することで、異物現物だけでなく異物近傍の正極板－絶縁層－負極板間も同等にプレスす
ることができる。この場合には内部短絡発生により生じた熱の異物近傍への熱拡散が異物
現物のみのプレスに対して均等に行われやすくなり、内部短絡発生時に電極群の内部に均
等に群内圧力が印加されている実使用時の電池に近い状態を維持した内部短絡試験を実施
することができ、安定性の高い評価方法とすることができる。
【００１７】
　電池内に異物を混入させる方法としては、完成した電池を分解して外装体から取り出し
た電極群内部の、正極と負極が対向する箇所に異物を混入し、再度構成した後に、加圧子
によってプレスする方法が挙げられる。なお、異物は、具体的には、たとえば、正極と負
極とが対向する箇所であって、正極と絶縁層との間、負極と絶縁層との間などに混入され
る。これによって電池作製後に異物を混入させることによって、電池作製の工程中に内部
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短絡が発生することを避けることが可能となることから好ましい。
　また、異物を混入させる際に、絶縁シート及び異物を重ねて設置し、再度構成した後に
絶縁シートを引き抜き、さらにプレスして短絡を発生させることがより好ましい。こうす
ることにより、異物混入後の再構成する際に短絡が発生することを防ぐことができる。絶
縁シートの材質としては耐熱性、絶縁性を有することが好ましい。
【００１８】
　プレスを行う装置条件は、上記試験を行うことができるものであればどのようなもので
もよいが、例えば、サーボモータを用いたスクリュー式、ポストガイドスクリュー式、フ
リコ式、テコ式、クランク式、メカニカルプレス式、油圧プレス式、エアープレス式など
の加圧装置が用いられ、これらを一定速度または一定加圧の条件下でプレスを行う方法が
挙げられる。
【００１９】
　なお、プレスの際には、加圧子と電極群との接触面積を、異物の外接四角形面積よりも
大きくする。ここで、外接四角形面積とは、異物を完全に囲む最小の長方形を示すもので
ある。異物の混入部をプレスした際に、異物と絶縁層との対向部で加圧、変形が起るため
に絶縁層破壊が起こって内部短絡が発生する。そのときに、絶縁層を構成する絶縁膜は延
伸性を有するために、実際に加圧、変形が起こる面積は異物の外接四角形面積に近いと考
えられる。
　そのためプレス加圧力が異物局部に集中せず均等に加圧させて安定性（または再現性）
の高い評価が可能となるためには、電極群と加圧子との接触面積が異物の外接四角形面積
よりも大きいことが必要となる。
【００２０】
　加圧子の大きさは電池の大きさ、異物の大きさなどにより適宜決定することができる。
また、加圧子の電極群との接触部の形状を、Ｕ字状もしくは平板状とすることで、加圧時
の加圧子と電極群との接触面積を大きくすることができる。
　Ｕ字状の加圧子とは、電極群に対向する部分（接触する部分）が凸型でＵ字状となった
加圧子であり、断面形状は半円、楕円状であることを示す。平板状の加圧子とは電極群に
対向する部分が平面状となった加圧子であり、その平面の形状は長方形、正方形、円形、
楕円形などが用いられる。
【００２１】
　また、加圧子の電極群との接触部は熱伝導率１５Ｗ／ｍ・Ｋ以下の材料を含むことが好
ましく、熱伝導率１５Ｗ／ｍ・Ｋ以下の材料からなることがさらに好ましい。加圧子によ
り異物の混入部を加圧するため、内部短絡の発生時に生じる発熱量の一部が直上に存在す
る加圧子との接触部より放熱される。放熱性が大きいことが特徴である金属材料（鉄、炭
素鋼、ステンレスなど熱伝導率５０～１６Ｗ／ｍ・Ｋ）よりも低い熱伝導性を有する材料
を接触部に用いることで、異物混入部の発熱から接触部を経て加圧子への放熱が抑制され
発熱量が短絡部に集中してばらつきを低減することができる。
　熱伝導率１５Ｗ／ｍ・Ｋ以下の材料としては、ニトリルゴム、スチレンブタジエンゴム
、天然ゴム、エチレンプロピレンゴム、クロロプレンゴム、シリコンゴム、ウレタンゴム
、フッ素ゴム、ハイパロンなどのゴム材料、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビ
ニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリスチレン、ポリ酢酸ビニル、テフロン（登録商標）、フ
ェノール樹脂、エポキシ樹脂、メラミン樹脂、尿素樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、アル
キド樹脂、ポリウレタン、ポリイミドなどの樹脂材料、アルミナ、窒化珪素、ジルコニア
などのセラミック材料などが挙げられる。これらの材料は１種を単独で使用でき、または
必要に応じて２種以上を組み合わせて使用できる。
【００２２】
　また、加圧子の電極群との接触部はゴム材料を含むことが好ましく、ゴム材料からなる
ことが特に好ましい。ゴム材料を用いた接触部はゴム弾性を有することから、プレスの際
の電極群の異物混入部と加圧子の接触部にてゴム材料が弾性変形し、電極群の表面形状に
対応して密着した接触状態を得ることができ、他の材料と同様の加圧子形状であってもよ
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り大きな接触面積とすることができる点から好ましい。またゴム材料は熱伝導率が０．２
～２Ｗ／ｍ・Ｋと極めて低く、短絡部の放熱性をより抑制できる。
【００２３】
　また異物は、断面形状が四角形である金属線を切断することで作製され、非切断面が前
記電極もしくは前記絶縁層と対面するものであることが好ましい。すなわち、長手方向に
垂直な方向の断面の形状が四角形である金属線を切断することによって得られる異物を、
その切断面が電極（正極または負極）或いは絶縁層に対向しないように混入させるのが好
ましい。
　異物は金属線を機械加工により切断した異物片を材料として用いることによって、大量
に安定して作製することができる。さらに非切断面を電極もしくは絶縁層と対面させるこ
とで、異物の切断面に存在する切断バリが電極もしくは絶縁層と接触することを防ぐこと
ができる。それによってプレスの際に切断バリ部による電極の損傷や絶縁層の破壊を防ぐ
ことができる。
【００２４】
　なお、断面形状が四角形である金属線の加工方法は、所定の厚さの金属板をスリットし
て形成するスリット加工、金属線を所定の幅の圧延ロールに加工して四角形の断面を形成
する押し出し加工などが挙げられる。
　さらに断面形状が四角形である金属線の切断方法は、機械加工、レーザー加工、金属疲
労による切断加工、電熱線による熱切断加工などが挙げられる。なお機械加工にてはさみ
、カッターなどで切断する方法が切断バリのサイズを小さくできることから特に好ましい
。
【００２５】
　また、異物の絶縁層との対向面は、屈曲状もしくは湾曲状であることが好ましい。この
ような形状を有する異物は外接四角形面積が大きくなる傾向を有しており、そのために安
定した絶縁層破壊を起こすことができる。さらには電極上に異物を設置する際に、電極と
対向する面に複数の支点を得ることができ、異物の転倒、転落を防止し、作業上容易かつ
再現よく安定して設置することができる。
【００２６】
　なお屈曲状もしくは湾曲状とは、具体的には、たとえば、Ｌ字状、Ｖ字状、Ｕ字状、Ｃ
字状、Ｓ字状、Ｚ字状、Ｗ字状、Ｉ字状、コの字状などの形状が挙げられる。これらの形
状は、異物を絶縁層に対向させる際に、異物を絶縁層側から見た形状である。図３および
図４に異物の具体例を示す。図３および図４は、異物の形状を模式的に示す斜視図である
。図３（ａ）に示す異物１０は、絶縁層との対向面がＣ字状の形状を有している。図３（
ｂ）に示す異物１１は、絶縁層との対向面がＬ字状の形状を有している。図４（ａ）に示
す異物１２は、絶縁層との対向面がコの字型の形状を有している。図４（ｂ）に示す異物
１３は、絶縁層との対向面がＩ字状の形状を有している。
【００２７】
　また、異物として、平板の一部に突起部を有した形状を用いると、異物だけでなく異物
近傍のプレスを行うことができ好ましい。すなわち、平板である板状物の表面の少なくと
も一部に、該表面から外方に延びる突起部が設けられる形状である。該形状の具体例とし
ては、例えば、画鋲型、Ｔ字状などの形状が挙げられる。Ｔ字状とは、例えば、長方形の
板状物における一方の表面に、長方形の一辺またはその近傍から該辺に対向する辺または
その近傍まで延びる板状の突起部を設けた形状において、板状の突起部が延びる方向に垂
直な方向の断面形状がＴ字状であることを意味している。突起部を絶縁層に押し付けるこ
とで絶縁層の破壊による内部短絡の発生を行うとともに、平板部により異物近傍の加圧を
実施することができる。また、画鋲型とは、円形板状物の表面のほぼ中心に、突起部を設
けた形状である。図５に、突起部を有する異物の具体例を挙げる。図５は、突起部を有す
る異物の形状を模式的に示す斜視図である。図５（ａ）に示す異物１４は、画鋲型の形状
を有している。図５（ｂ）に示す異物１５は、板状の突起部が延びる方向に垂直な方向の
断面形状がＴ字状の形状を有している。
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　画鋲型もしくはＴ字状の異物は平板形状の金属棒を機械加工によって削りだす方法、平
板に突起部の直径の金属棒をかしめあるいは接着あるいは溶着させる方法、平面の一部を
切り欠いて突起部とする方法などによって作製することができる。
【００２８】
　また、これら内部短絡評価方法によって、内部短絡に関する安全レベルが特定された製
造法に於いて電池を製造することが好ましい。同じ製造方法によって電池を製造すること
により、内部短絡安全性レベルを同様に保証することができる。
　さらに、これら内部短絡評価方法によって、内部短絡に関する安全レベルが特定された
製造法に於いて電池パックを製造することが好ましい。同じ製造方法によって電池パック
を製造することにより、内部短絡安全性レベルを同様に保証することができる。
　また、これら製造方法によって製造された電池であることが好ましい。これにより電池
の内部短絡安全性レベルを同様に保証することができる。
　さらに、これら製造方法によって製造された電池パックであることが好ましい。これに
より電池パックの内部短絡安全性レベルを同様に保証することができる。
【００２９】
　なお、上述した本発明の電池評価装置は特定の電池種に限定されるものではなく、たと
えばマンガン乾電池、アルカリ乾電池、リチウム一次電池のような一次電池、また鉛蓄電
池　やニッケル・カドミウム蓄電池、ニッケル－水素電池、リチウム二次電池などの二次
電池への適用が可能である。
【実施例】
【００３０】
　以下に実施例および比較例を挙げ、本発明を具体的に説明する。
　（実施例１）
　＜電池の作製＞
　内部短絡安全性を評価する電池として、以下に示すような円筒型リチウム二次電池を作
製した。
　（ｉ）正極の作製
　正極活物質であるコバルトリチウム酸化物粉末（メディアン径１５μｍ）３ｋｇと、結
着剤であるポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）を１２重量％含むＮ－メチル－２－ピロリ
ドン（ＮＭＰ）溶液（呉羽化学工業株式会社製）１ｋｇと、導電剤であるアセチレンブラ
ック９０ｇと、分散媒である適量のＮＭＰとを、双腕式練合機で攪拌し、正極合剤ペース
トを調製した。正極合剤ペーストを、厚み２０μｍのアルミニウム箔からなる帯状の正極
集電体の両面に塗布した後、乾燥させ、圧延ロールで活物質形成部の厚さが１８０μｍに
なるように圧延し、正極活物質層を形成した。得られた電極を５６ｍｍに裁断して、正極
を得た。なお、電極群の最内周部にあたる部分に集電体露出部を設け、アルミニウムから
なる接続端子を溶接した。また電池の正極の最外周の正極合剤終端部より集電体の露出部
を約１周分設けた。
【００３１】
　（ｉｉ）負極の作製
　負極活物質である人造黒鉛粉末（メディアン径２０μｍ）３ｋｇと、結着剤である変性
スチレンブタジエンゴム粒子を４０重量％含む水分散液（日本ゼオン株式会社製）７５ｇ
と、増粘剤であるカルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）３０ｇと、分散媒である適量の
水とを、双腕式練合機で攪拌し、負極合剤ペーストを調製した。負極合剤ペーストを、厚
み２０μｍの銅箔からなる帯状の負極集電体の両面に塗布した後、乾燥させ、圧延ロール
で活物質形成部の厚さが１８０μｍになるように圧延し、負極活物質層を形成した。得ら
れた極板を５７．５ｍｍに裁断して、負極を得た。なお、電極群の最外周部にあたる部分
に約１周分の長さの集電体露出部を設け、その端部にニッケルからなる接続端子を溶接し
負極板とした。
【００３２】
　（ｉｉｉ）電池の組み立て
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　正極と、負極とを、厚さ２０μｍのポリプロピレン－ポリエチレン－ポリプロピレンの
三層からなる絶縁層（セルガード社製）を介して捲回し、電極群を作製した。ニッケルめ
っきを施した鉄製の円筒型の外装体（直径１８ｍｍ、高さ６５ｍｍ、内径１７．８５ｍｍ
）に、電極群を挿入した後、電解質を５．０ｇ外装体内に注液し、外装体の開口部を蓋体
で封口して、容量２４００ｍＡｈのリチウム二次電池を完成させた。電解質には、エチレ
ンカーボネート（ＥＣ）とジメチルカーボネート（ＤＭＣ）とエチルメチルカーボネート
（ＥＭＣ）との混合溶媒にＬｉＰＦ６を１モル／Ｌの濃度で溶解したものを用いた。混合
溶媒におけるＥＣとＤＭＣとＥＭＣとの体積比は、１：１：１とした。電解質には３重量
％のビニレンカーボネート（ＶＣ）を添加した。
　まず、慣らし充放電を二度行い、次いで４００ｍＡの電流値で４．１Ｖに達するまで充
電した。その後、４５℃環境下で７日間保存した。
【００３３】
　以上のような手順で電池を作製し、以下の条件で充電した電池を用いて内部短絡安全性
の評価を行った。
　　定電流充電：電流値１５７５ｍＡ／充電終止電圧４．２５Ｖ
　　定電圧充電：充電電圧４．２５Ｖ／充電終止電流１００ｍＡ
　図１に、本実施例で作製した電池の縦断面図を示す。図１の電池は、鉄製の電池ケース
１とその電池ケース１内に収容された電極群４を含む。電極群４は正極５と負極６とセパ
レータ７とからなり、正極５と負極６がセパレータ７を介して渦巻状に捲回されている。
その極板群の上部および下部には上部絶縁板８ａおよび下部絶縁板８ｂが配置されている
。電池ケース１の開口端部は、ガスケット３を介して封口板２をかしめつけることにより
、封口されている。また、正極５にはアルミニウム製の正極リード５ｃの一端がとりつけ
られており、その正極リード５ｃの他端が、正極端子を兼ねる封口板２に接続されている
。負極６にはニッケル製の負極リード６ｃの一端が取り付けられており、その負極リード
６ｃの他端は、負極端子を兼ねる電池ケース１に接続されている。
【００３４】
　（内部短絡安全性評価）
　図２は、本発明の電池の内部短絡安全性評価方法の一実施形態を説明するための斜視図
である。図２には電極群４および電極群４内に混入するように配置された異物９が示され
ている。図２に示す電極群４は、上記で得られた充電した電池を露点が－２５℃以下のド
ライ環境で分解して取り出した電極群を、その最外周部を正負極活物質が見える部分まで
一部巻きほぐしたものである。
　次いで、巻き終わりの最外周の正極集電体（以下Ａｌ箔と称す）を活物質塗工部とＡｌ
箔との境界部で切断し、正極活物質層と負極活物質層の対向する箇所の、正極５の正極活
物質層と絶縁層７との間に異物９を配置し、異物９を混入させた。すなわち、異物９は、
図２に示すように、正極活物質層－セパレータ（絶縁層７）間の正極活物質塗工端部より
内周側へ２０ｍｍの位置に置いた。異物９としては、断面が２００μｍ×５０μｍの四角
形状のＮｉ製金属線を、はさみで２ｍｍ長さに切断した後、絶縁層７との対向面がＣ字状
（全長２ｍｍ、外径０．９ｍｍ）となるようにして成型して得られるものを用いた。異物
９の外接四辺形面積は０．８ｍｍ2で、電極面に対して垂直な方向の長さ（高さ）方向は
２００μｍであった。
　異物９部分と対向する絶縁層７と負極６の間に試験前の短絡を防止するために厚み５０
ｕｍ×幅１５ｍｍのポリイミドテープを挟んで再度電極群４を再度捲回した。なお電極群
４の異物９混入部の表面部に異物９の混入部が判別できる様にマジックで印をつけた。
【００３５】
　内部短絡試験には、予備加熱用恒温槽と圧力印加のできる装置を内部設置した試験用恒
温槽を用いた。
　試験温度よりも５℃高めに設定した予備加熱用恒温槽に、電極群４が入った密閉パック
を投入し、所定の温度になるまで３０分～６０分放置した。その後、電極群４を密閉状態
で６０℃の恒温槽内に入れ、電池温度が６０℃に達するまで放置した。密閉パックより電
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極群４を取り出し、あらかじめ６０℃に設定した試験用恒温槽内で電圧測定端子・熱電対
の端子を取り付け、マジックで印をつけた箇所で電極群４と加圧子とが接触するように、
電極群を圧力印加装置の架台上に設置した。その後、短絡防止のポリイミドテープを引き
抜き恒温槽を閉じ、電極群４の温度が６０℃になった時に、加圧子による加圧力で混入部
をプレスし、正負極間に介在する絶縁層７を局所的に破壊し、内部短絡を発生させた。加
圧条件は０．１ｍｍ／ｓの一定速度とし、開回路電圧よりも０．０７Ｖ低下した瞬間に短
絡を停止した。
【００３６】
　加圧子には幅１０ｍｍ×１０ｍｍの炭素鋼（熱伝導率５８Ｗ／ｍＫ）製の平板状の角棒
を用いた。加圧子と電極群４の接触面積の測定は、別の未充電群上に感圧紙（富士フィル
ム製富士プレスケール、超低圧タイプ）を加圧子との接触部に貼り付け、５０Ｎの圧力を
印加することにより行った。加圧により感圧紙が変色するので、変色部分の面積を測定し
、接触面積とした。なお、本実施例における加圧子の接触面積は１４ｍｍ2（１．４ｍｍ
×１０ｍｍ）であった。
【００３７】
　内部短絡試験の結果は、１０個の電池について内部短絡の発生後の電極群の表面温度が
１７０℃以上に到達するような発熱発生の有無を確認し、５個以上が異常発熱発生となる
ような評価結果であるとき、内部短絡の発生箇所にて短絡電流を集中でき、安全性レベル
を十分実施評価できたと判断した。
【００３８】
　（実施例２）
　加圧子として直径１０ｍｍのＵ字状に加工した丸棒を使用した以外は実施例１と同様の
電池を作製して内部短絡試験を実施した。このときの加圧子の接触面積は６ｍｍ2（３ｍ
ｍ×２ｍｍ）であった。
【００３９】
　（実施例３）
　加圧子として直径５ｍｍの円板状に加工した平板を使用した以外は実施例１と同様の電
池を作製して内部短絡試験を実施した。このときの加圧子の接触面積は２５ｍｍ2（４．
５×５．５ｍｍ）であった。
【００４０】
　（実施例４）
　加圧子として幅１０ｍｍ×１０ｍｍのステンレス３０４（熱伝導率１６Ｗ／ｍＫ）製の
平板状の角棒を用いた以外は実施例１と同様の電池を作製して内部短絡試験を実施した。
このときの加圧子の接触面積は６ｍｍ2（３ｍｍ×２ｍｍ）であった。
【００４１】
　（実施例５）
　加圧子の表面にアルミナ（ソディック製、ＳＡ６１０、熱伝導率１４Ｗ／ｍ・Ｋ）を設
置した以外は実施例１と同様の電池を作製して内部短絡試験を実施した。このときの加圧
子の接触面積は２５ｍｍ2（４．５×５．５ｍｍ）であった。
【００４２】
　（実施例６）
　加圧子の表面にニトリルゴム（入間川ゴム株式会社製、ＩＮ－８０、厚み２ｍｍ、熱伝
導率０．３Ｗ／ｍ・Ｋ）を貼り付けた以外は実施例１と同様の電池を作製して内部短絡試
験を実施した。このときの加圧子の接触面積は４０ｍｍ2（４ｍｍ×１０ｍｍ）であった
。
【００４３】
　（実施例７）
　異物として絶縁層との対向面が一辺１ｍｍで直角に折れ曲がった屈曲状を有するＬ字と
なるように成形したものを用い、実施例５と同様の電池を作製して内部短絡試験を実施し
た。なおこの異物の外接四辺形面積は１．０ｍｍ2（１．０×１．０ｍｍ）であった。
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【００４４】
　（比較例１）
　実施例１と同様の電池に対して、次のような評価を行った。４．２５Ｖに充電した電池
を、分解することなく６０℃の恒温槽内に入れ、電池温度が６０℃に達するまでキープし
た。加圧子に鉄製の釘（φ３ｍｍ）を用いて電極群に突き刺した。加圧条件は０．１ｍｍ
／ｓの一定速度とした。そして短絡によって電池電圧が４．１５Ｖ以下となった後、さら
に２００μｍ釘を移動させた後に停止させた。以上の結果を表１に示す。
【００４５】
【表１】

【００４６】
　比較例１で見られるように、釘刺し試験においては１７０℃以上の異常発熱は観察され
なかった。これは正極の最外周部に正極集電体が存在するために、突き刺さった釘と正極
板と負極板との間で短絡が発生し、最外周部に抵抗の小さな箇所に短絡電流が集中して評
価結果が安全になったものと考えられる。                              
【００４７】
　これに対し、実施例１～７に関しては、異物の混入部をプレスし正負極間に介在する絶
縁層を局所的に破壊することによって内部短絡を発生させたことで、異常発熱の発生が確
認された。このように実施例１～７では内部短絡試験による安全性のレベルを評価するこ
とができることがわかった。さらに実施例１～７の結果のようにプレスの際の電極群と加
圧子との接触面積が異物の外接四角形面積よりも大きくなるに従って、さらに電池の異常
発熱セル数が増加し安定した安全性試験となることがわかった。
【００４８】
　実施例５に示されるように熱伝導率が１４Ｗ／ｍＫであるアルミナ材を用いることでさ
らに電池の異常発熱セル数が増加し安定した安全性試験となることがわかった。
　また実施例６および７に示されるようにゴム材はゴム弾性を有することからプレスの際
の電極群と加圧子との接触面積の増加することができるためにさらに電池の異常発熱セル
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数が増加し安定した安全性試験となることがわかった。
【００４９】
　（実施例８）
　断面が２ｍｍ×５０μｍの四角形であるＮｉ製の金属線をはさみで２００μｍの長さに
切断して異物を作製し、絶縁層との対向面がＣ字状（全長２ｍｍ、外径０．９ｍｍ）とな
るようにして異物を成形したものを、正極活物質－セパレータ間の正極合剤塗工端部より
内周側へ２０ｍｍの位置に置いた以外は実施例１と同様にして内部短絡試験を実施した。
なおこの異物の外接四辺形面積は１ｍｍ2であった。その結果を表２に示す。
【００５０】
【表２】

【００５１】
　表２より、異物は断面形状が四角形である金属線を切断することで作製され、非切断面
が前記電極もしくは前記絶縁層と対面することでさらに電池の異常発熱セル数が増加し安
定した安全性試験となることがわかった。
　これは非切断面が電極もしくは絶縁層と対面することで切断バリによる局所短絡が抑制
され異物全体を加圧することができ、より安定した安全性試験を行うことができたためと
考えられる。
【００５２】
　（実施例９）
　異物形状として異物の前記絶縁層との対向面が一辺１ｍｍで直角に折れ曲がった屈曲状
を有するＬ字となるように整形したものを用いたこと以外は、実施例１と同様の内部短絡
試験を実施した。この異物の外接四辺形面積は１．０ｍｍ2であった。
【００５３】
　（実施例１０）
　異物の絶縁層との対向面が一辺０．６７ｍｍで２箇所で直角に折れ曲げ凹型となるよう
に整形したものを用いたこと以外は、実施例１と同様の内部短絡試験を実施した。
この異物の外接四辺形面積は０．１ｍｍ2であった。
【００５４】
　（実施例１１）
　異物の絶縁層との対向面が長さ２ｍｍで直線上のＩ字となるように整形したものを用い
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０．４ｍｍ2であった。
【００５５】
　（実施例１２）
　異物を厚み１００μｍ、直径２ｍｍのニッケル円板に突起部として直径０．５ｍｍ、長
さ２００μｍのニッケル棒を円板中央部に抵抗溶接にて接着し、画鋲型の形状を有する異
物を作製した。この異物を正極活物質層と負極活物質層の対向する箇所の、負極活物質と
絶縁層との間に突起部を絶縁層側となるように異物をセットしたこと以外は実施例１と同
様の内部短絡試験を実施した。この異物のニッケル円板大きさから外接四辺形面積を算出
し、４．０ｍｍ2であった。
【００５６】
　（実施例１３）
　異物を厚み２００μｍ、一辺１ｍｍのニッケル正方形板から、エンドミルによる切削方
法で正方形板の中央部に幅１００μｍ、長さ１ｍｍ、高さ１５０μｍの突起部を形成する
ように削りだした。これによって平板部は大きさ１ｍｍ×１ｍｍ、厚み５０μｍの正方形
板の一部に幅１００μｍ、長さ１ｍｍ、高さ１５０μｍの突起部を有するＴ字状の異物を
作製した。この異物を正極活物質層と負極活物質層の対向する箇所の、負極活物質と絶縁
層との間に突起部を絶縁層側となるように異物をセットしたこと以外は実施例１と同様の
内部短絡試験を実施した。この異物のニッケル正方形板大きさから外接四辺形面積を算出
し、１．０ｍｍ2であった。これらの結果を表３に示す。
【００５７】
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【表３】

【００５８】
　異物形状として実施例１のＣ字状、実施例９のＬ字状、実施例１０の凹字状を用いた場
合、屈曲状もしくは湾曲状であるために異物の外接四角形面積を大きくすることができ、
局所的ではなく異物全体をプレスするようになり、安定した絶縁層破壊を起こすことがで
きる。また、異物をセットする場合にＩ字状では電極に垂直な高さ方向を規定した設置が
横転しやすく作業性にも困難であった。それに対して、実施例１、実施例９および実施例
１０では容易に所定の場所に異物をセットすることが可能であった。
　また実施例１２および実施例１３に示すように画鋲型およびＴ字状の異物を用いると電
池の異常発熱セル数が増加し安定した安全性試験を行えることがわかった。これは突起部
を絶縁層に押し付けることで絶縁層の破壊による内部短絡の発生を行うとともに、平板に
より異物近傍の加圧を実施することができたものと考えられる。
【００５９】
　このように、本発明の試験法を用いることによって、電池の内部短絡による安全性レベ
ルを明確にすることができた。
　そこで、電池の最適な使用用途や、アプリケーション機器の設計を行うことを目的とし
、下記のような表記を、電池、電池パック、もしくは電池の特性を明確にするカタログな
どに表記することによって電池や電池パックの安全レベルを特定した。例えば、実施例１
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の場合、「Ｉｎｔｅｒｎａｌ　ｓｈｏｒｔ　ｃｉｒｃｕｉｔ　６０℃－７／１０」、実施
例２の場合、「Ｉｎｔｅｒｎａｌ　ｓｈｏｒｔ　ｃｉｒｃｕｉｔ　６０℃－６／１０」と
表現される。
　安全レベルの特定は、上記表現方法に限られるものではなく、様々な形態が存在する。
たとえば前記した試験の条件や結果を表した数字以外にも、あらかじめ決められた規格に
従う記号や文字でも可能である。
【産業上の利用可能性】
【００６０】
　本発明の電池の内部短絡評価方法および電池および電池パックを用いることで、内部短
絡に対する安全性を精度よく評価することが可能であるため、信頼性の高い電池を供給で
きる。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本実施例で作製した電池の構成を模式的に示す縦断面図である。
【図２】本発明の電池の内部短絡評価方法を説明する斜視図である。
【図３】異物の具体例を示す斜視図である。
【図４】異物の具体例を示す斜視図である。
【図５】異物の具体例を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００６２】
　１　　電池ケース
　２　　封口板
　３　　ガスケット
　４　　電極群
　５　　正極
　５ａ　正極合剤部
　５ｂ　正極集電体露出部
　５ｃ　正極リード
　６　　負極
　６ａ　負極活物質部
　６ｂ　負極集電体露出部
　６ｃ　負極リード
　７　　セパレータ
　８ａ　上部絶縁板
　８ｂ　下部絶縁板
　９　　異物
　１０　Ｃ字状異物
　１１　Ｌ字状異物
　１２　凹字状異物
　１３　Ｉ字状異物
　１４　画鋲型異物
　１５　Ｔ字状異物
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